
(１)身近な子育て相談・
　　支援体制の充実

施設のある地域の割合7.10% 16.00% 11.10%

(２)乳幼児健康支援一時 利用者数 ３人 1３５人 ６人
　　預かり事業（病後児保育） 実施か所数 １か所 １か所 ２か所

(３)ファミリー・サポート･
　　センター事業

育児等の援助を受け
たい人と行いたい人達
が会員になり互いに援
助し合う会員組織の事
業

未実施 未実施 内容等の検討

(４)放課後児童健全育成 利用者数 ８０９人 ９５７人 １，０００人
　　事業 実施か所数 ２０か所 ２１か所 ２１か所
(５)子育て短期支援事業 利用者数 ５人 ５６人 １０人
　　（ショートステイ事業） 実施機関数 １か所 １か所 １か所

(６)子育て短期支援事業
　　（トワイライトステイ事業）

保護者等の仕事が夜
間になり、子どもの保
育が困難な場合に預
かる制度

未実施 未実施
家庭での保育を
重視

(７)一時保育事業 利用者数(年間延利用者） ８４人 １，１０９人 １００人
（平成１７年実人数１２２人）

実施か所数 ４か所 ５か所 ５か所
(８)特定保育事業

実施か所数 ０か所 １か所 １か所

(９)つどいの広場事業
地域の親子の居場所
としてすべての子育て
家庭を対象

未実施 未実施 推進に努める

(１０)地域子育て支援（相
　　　談）センター事業

実施か所数 ２か所 4か所 ３か所

(１１)幼稚園預かり保育事業
実施か所数 ９か所 ９か所 ９か所

(１２)幼稚園地域開放事業
実施か所数 １０か所 １０か所 １０か所

(１３)保育園サービス評価の
　　　実施

実施か所数 ０か所 ２か所 ３か所

(１４)子育てサロン事業
実施か所数 ２か所 ４か所(開催場所１7） ３か所

(１５)子育てマップの配付
子育て施設を紹介する
ための子育てマップの
配付を検討

ー
子育て相談センター
ホームページで提供

継続して実施

(１６)子育てに関する男女共
　　　同参画意識の普及啓発

子育てに関わる男女
共同参画の考え方に
ついて啓発活動

ー
男女共同参画広報
誌による啓発
４回発行

継続して実施

利用者数 １、８７４人 ２、０４５人 １、８６０人
（平成１７年４月　１,９３６人）

実施か所数 １９か所 ２０か所 ２０か所
利用者数(月平均利用数） ６８人 １０７人 １６０人
実施か所数 ７か所 ８か所 ９か所
利用者数(承諾者数） １３人 ４０人 ５０人
実施か所数 １か所 2か所 ３か所

        「平成１8年度　那須塩原市次世代育成支援対策行動計画｣の実施状況

第１節．子供を社会で育てる意識づくり
第１項．地域社会における子育て支援サービスの充実 　　 (社会福祉課・生活課）

第２項．保育サービスの充実　　　（社会福祉課）

事業名 内　容 基準値 平成１8年度実績 目標（平成２１年度）

(１)通常保育事業

(２)延長保育事業

(３)休日保育事業



　　預かり保育平日２時間以上 実施園数 ー ９園
　　預かり保育土曜日 実施園数 ー ２園
　　預かり保育長期休業中 実施園数 ー ９園
　　長期休暇中の学童 実施園数 ー ６園
　　未就園児親子教室 実施園数 ー ９園
　　障害児保育 実施園数 ー ６園

(１)青少年健全育成市民会議
民間の団体として「市
民会議」の結成を働き
かける

ー 未実施 推進に努める

(２)育児支援家庭訪問事業
様々な原因で養育が
困難になっている家庭
を訪問し、育児・家事
の援助や指導を行う

ー
・訪問家庭６３２件
・訪問延べ件数
　　　　　１，２０４件

訪問による援助

継続して実施

継続して実施

夜間保育 未実施 未実施 ニーズ実情に対応(４)夜間保育事業

２０か所

(６)障害児保育事業 実施か所数 １９か所 ２０か所 ２０か所

(５)乳児保育事業 実施か所数 １９か所 ２０か所

減少を目指す(７)保育園待機児童の解消
待機児童減少に向け
た体制の確立を図る

-

民間保育園の増改
築(H17・１８)へ建設
費補助することによ
り定員増（Ｈ19）図る

(８)幼稚園の特別保育事業

第２節．援護が必要な家庭への支援

第３項．児童の健全育成　　（生涯学習課）

幼保一体化 推進に努めるー

第４項．総合施設整備計画　　（社会福祉課）

｢認定子ども園」が
制度化された

全園予定

幼稚園と保育園の一
本化を推進

第１項．児童虐待防止対策　（社会福祉課）

(１)要保護児童対策地域
　　協議会

(３)児童虐待に関する相談
　　体制の充実

ー

・虐待通告件数１９
  件
・虐待相談受理件数
　　　　　　　　　６３件
・定例会議
　ケース件数１６６件
・個別ケース検討会
　　　　　　　　　２４回

関係機関との情報交
換により児童虐待の
防止、早期発見、早
期対応の推進を図る

関係職員の研修等に
より資質の向上を図る
家庭相談員４名

ー

・代表者会議　　１回
・実務担当者会議
　　　　　　　　　　２回
・関係機関定例会議
　　　　　　　　　１２回
・所内受理会議
                  ２１回
・個別ケース検討会
　　　　　　　　　２４回
・家庭相談員　 ４名



(１)ひとり親家庭に対する相
　　談体制の充実

母子自立支援員を中
心に推進

ー
・電話・面接・訪問に
　よる相談を実施

継続して実施

(２)ひとり親家庭に対する生
　　活支援

関係機関と連携をとり
就労支援

ー

・母子家庭自立支
　援教育訓練給付
　金制度
  申請３件
  終了2件

支援に努める

(３)ひとり親家庭に対する経
　　済的支援

児童扶養手当
母子・寡婦福祉貸付金

ー

・児童扶養手当受給
　資格者1,013名
・手当の適正受給の
　ため通報があった
　ものに対し調査等
　を実施
・貸付申請２５件

継続して実施

(２)子育て支援の総合的な
　　対応力の強化

各種検診や相談体制
の充実

ー

保健センター・子育
て相談センター等
関係機関の連携に
より充実を図った

継続して実施

受診率 92.10% 91.80% 100パーセント
87.20% 89.90% 100パーセント

電話相談、健康相談
家庭訪問相談の継続

(３)乳幼児の事故防止の啓発

子どもの疾病の早期
発見と、各種制度を
活用し事故防止対策
を推進

ー
３６回
1，0３１人

継続して実施

乳幼児及びその親を ８４回
対象とした食育指導
や情報提供

2，３９１人

(１)性や性感染症予防に関
　　する知識の普及

思春期の性、性感染予
防に関する正しい知識
の普及を図る

ー
３８回
４，３５２人

継続して実施

支給決定者数
ホームヘルプ
サービス　　   　 8人
児童デイサービス93人
短期入所　    　79人

充実に努める

ー

・思春期保健事業で
  啓発に努めた
・啓発ポスターの掲
  示

継続して実施

第２項．ひとり親家庭等の自立支援の推進　（社会福祉課）

第３項．障害児施策の充実　　（社会福祉課・保健課）
(１)放課後児童クラブにおけ
　　る障害児の受け入れ

受け入れクラブ数 ５か所 12か所 ２１か所

第１項．子供や母親の健康の確保　（保健課）
(１)乳幼児健診受診率の向上
       1歳６か月児健診
　　　 ３歳児健診
(２)乳幼児・母子の健康相談
　　の充実

継続して実施ー 2，1０９人

(4)食育学習機会の充実

第２項．思春期保健対策の充実　　（保健課）

(２)喫煙・薬物乱用に関する
　　知識の普及

ー 継続して実施

正しい情報の提供や
未成年者の飲酒・喫
煙防止のための相談
体制の充実を図る

ー

ー

保健センター・子育
相談センターの各
事業で場の提供を
図った

第３節．母子保健医療の充実

継続して実施

地域の児童とともに療
育の問題を解決してい
く体制の充実

(３)地域のリハビリテーション
　　体制の充実

(4)在宅福祉サービスの充実

ホームヘルプサービス
デイサービス等の充実



(２)周産期医療体制の整備 周産期高度医療体制
の周知と利用の促進

ー 医療機関での周知 周知に努める

専門機関へ紹介

(１)企業への意識啓発
子育てをしやすい職場
環境の整備推進を呼
びかけたり広報啓発を
行えるよう庁内で検討

ー
啓発用ポスターの
庁舎内掲示

周知に努める

(２)労働者への意識啓発
働き方の見直しを推進
するため広報活動等を
実施

ー
啓発用ポスターの
庁舎内掲示

周知に努める

(２)地域における両立支援

ＮＰＯ．ボランティア等
地域の力を借りネット
ワークづくりと、地域の
子育て支援への意識
の向上を図る

ー 未実施 推進に努める

(３)家庭における両立支援
夫婦が協力して子育て
していく環境を育むた
めの広報活動・相談体
制の充実・情報提供

ー
男女共同参画広報
誌による啓発
４回発行

継続して実施

(１)子育てサポーターの養成・
　　配置

身近な相談相手とし
て、子育てサポータ
ーの養成

ー
保育サポーターの
紹介

人材の養成

ー

・男女共同参画広報
　誌による啓発４回
　発行
・広報誌による啓発
　４回発行
･父親対象の家庭
　教育講座　５講座

(４)父親の育児参加促進
母親学級を活用して父
親の育児参加の呼び
かけや広報等を利用し
て育児参加促進を図る

ボランテアサマー
スクールの一環で
実施　１42人

事業主等への要請
啓発用ポスターの
庁舎内掲示

乳幼児とふれあう機会
の確保

ー

第１項．次世代の親の育成　　（社会福祉課）

(２)中高生の乳幼児ふれあい
　　体験

ー

継続して実施

様々な機会におい
てふれあいができ
る機会の確保

継続して実施

第１項．男性を含めた働き方の見直し　（商工観光課）

第２項．仕事と子育ての両立支援の推進（商工観光課・生活課･保健課・生涯学習課･社会福祉課）
(１)企業における両立支援

第５節．教育環境の整備

小児医療の充実・確保
に取り組む

第３項．小児医療の充実　（保健課）

第４項．不妊治療対策の充実　　（保健課）

継続して実施

・大田原赤十字病院
　救急救命センター
　の整備費を負担
・広報誌による休日
　等夜間急患診療
　所・在宅当番医の
　情報提供

推進に努める

ー

第４節．仕事と家庭生活の両立の支援

ー

不妊治療費助成
制度　４４件
専門機関を紹介６人

(１)小児救急医療



(１)確かな学力の向上 きめ細やかな指導の
充実

ー

年間１８校延９６回
の外部講師を招聘し
た校内研修の実施
年間３回の教委主
催研修会の実施

学力向上に向けた
研修会の実施

(２)豊かな心の育成
指導方法・体制の工
夫改善と専門的な相
談体制の強化・関係
機関との連携を図る

ー

全１０中学２学年生
が社会体験活動（マ
イチャレンジ）を実施
全小中学校全クラス
で３５時間以上の道
徳の事業実施

体験活動の精選
と実施
道徳の授業の向
上と時数確保

(５)小学校と連携した幼児
　　教育の充実

幼稚園・保育園・小学
校との連携を密に個々
の良さを伸ばす指導
体制づくりに努める

ー
全小中、幼稚園、保
育園を対象とした講
演会の実施

幼・保・小連絡協
議会の充実
家庭教育への支援

(６)幼児教育の充実 幼稚園就園奨励費の
継続

ー
２，１３３人
129,837,600円

継続して実施

(２)家庭教育オピニオン
　　リーダーの育成

子育て講座等の機会
をより多く提供できるよ
う活用を推進

ー

・栃木県家庭教育
　オピニオンリーダ
　ー養成講座
　２名受講
･電話相談事業
　毎週１回実施
・子育てワークショ
　ップ出前講座
　７回実施
・親学習プログラム
　指導者研修１６名
　受講
・就学予定児健康
　診断時に親学習
　プログラム（ワー
　クショップ）の実施
　（西那須野地区）

継続して実施

第３項．家庭や地域の教育力の向上　（生涯学習課・社会福祉課）

(３)健やかな体の育成

(４)信頼される学校づくり

第２項．子どもの生きる力の育成に向けた学校教育環境等の整備　（学校教育課・教育総務課）

指導方法の工夫・改
善等を進め、体育の
授業・スポーツ環境
の充実を図る

心身の健康増進の
ため、体育の授業と
運動部の充実を図
るように支援した

全小中学校に学校
評議員を設置

(１)家庭教育の支援
家庭教育学級・家庭
教育事業等の学んで
いける場の提供等の
支援

ー

・家庭教育学級・講
　座
　各小･中学校３５ヶ
　所で実施
･家庭教育に関す
　る講座数１３９講座

学校評議員制度の活
用により地域・家庭・
学校との連携協力を
図る

ー

ー

学校評議員制度
の全校設置と有
効活用

運動部活動の奨励

継続して実施



(１)環境浄化活動 関係業界に自主的措
置を働き掛ける

ー 立入調査　２回実施 継続して実施

(２)地域住民との連携
関係機関・団体やボラ
ンティア等と連携・協力
して有害環境浄化活動
の推進

ー 未実施 推進に努める

(２)ひとにやさしいまちづくり
「栃木県ひとにやさしい
まちづくり条例｣の基準
を遵守したバリアフリ
ー化の実施指導

ー 条例の適合     9件 継続して実施

(３)子育てに優しい公共施
　　設の整備推進

ベビーベット、ベビー
チェア、授乳室の設
置等の整備推進

ー

新設・修繕時に併せ
て整備を推進する
トイレにベビーシート
を設置
・東那須野公民館１ヶ所
・西那須野公民館１ヶ所

推進に努める

･大和町上黒磯線
･若松団地豊浦線
　（Ｈ１８繰越分）
･共墾社原街道線
･東那須野高林線
・東原ー分水線
･市道Ｎ幹Ⅰ-３号線
･市道Ｎ幹Ⅱ-１７号線
･市道Ｎ６１８号線
･市道Ｎ３７７線
 道路改良工事に併
 せ整備
全延長1,７５０．３ｍ

継続して実施

第４項．有害環境浄化対策の推進　　（生涯学習課）

第６節．子育てにやさしい生活環境の整備
第１項．安心して外出できる環境の整備　　（道路課・建築指導課・生活課）

・交通安全教室
　保幼　３０回
　小学校２７回
　中学校　４回
･交通安全運動（４回）

　交通安全推進大会

　パレードの開催

継続して実施

第２項．こどもたちの安全の確保　　（学校教育課・教育総務課・生涯学習課・生活課）

(１)防犯指導の推進

３，２００個購入
（故障・紛失・交換
　交付含）
保有率　１００％

子ども安全・安心
マップを作成すると
ともに、防犯教室を
実施し、犯罪等の被
害防止教育を実施

(２)防犯機器の配布推進

(１)歩道の整備

保育園、幼稚園、小
学校等での交通安
全教育の推進

子どもを犯罪等の被害
から守るため対処方法
や、防犯機器の活用方
法、避難場所の利用方
法の指導に努める

(４)交通安全教育の推進

防犯機器（防犯ブザー
）の配布

歩道のバリアフリー化
に向けた取り組みを
推進

ー

ー

ー

ー

継続して実施

継続して実施



(３)「こどもを守る家」の設
　　置の推進

地域の住民と連携し
「子どもを守る家」の
活動を推進する

ー
「子どもを守る家」
１，４８３件

継続して実施

(５)防犯灯の整備の援助 自治会等への防犯灯
整備の援助

ー

・設置費補助２４０基
・維持費補助
　　　　　　６，５１７基
　15,197,894円

継続して実施

・継続して実施
・各種防犯団体相
　互の連携を図る
　ための組織検討

自主防犯活動支援
補助
１５団体　690,725円

(４)防犯ネットワークの構築
安心して暮らせるまち
づくりを目指し、地域
における自主防犯活
動を促進・支援する。

ー


